
 資料７ 

博物館部会における審議状況と今後の課題 

 

１．これまでの審議状況  

○令和 4 年 4 月 15 日に公布された改正博物館法の施行にかかる政令及び施行規則の

策定に関する基本的な考え方、博物館資料のデジタル・アーカイブ化について審議

を行ったほか、学芸員等の養成・研修等に関する今後の在り方等についても審議を

行った。 

 

・第 1回（令和 4年 5月 20 日） 

 （1）部会長の選任等 

 （2）博物館の登録基準の策定に関する基本的な考え方について 

 （3）博物館の登録・指定に関する留意事項について 

 

・第 2回（令和 4年 6月 28 日） 

 （1）博物館資料のデジタル・アーカイブ化について 

 （2）博物館の登録・指定に関するインセンティブについて 

 

・第 3回（令和 4年 7月 29 日） 

 （1）学芸員等の養成・研修等に関する今後の在り方について 

 （2）博物館資料のデジタル・アーカイブ化の進め方について 

 （3）改正博物館法の実施に関する基本的な留意事項について 

 

・博物館ＤＸに関する有識者検討会（令和 4 年 10 月 14 日、11 月 28 日、令和 5 年 1

月 13 日） 

 

・第 4回（令和 5年 2月 13 日） 

 （1）博物館 DX の推進に関する基本的な考え方（案）について 

 （2）報告事項について：博物館法施行規則の一部を改正する省令について 

 （3）来年度以降の検討事項について 

 

 

２．今後の課題  

○学芸員の資質向上及び「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成 23 年 文

部科学省告示第 165 号）を改正博物館法の趣旨の則した内容に改めるための議論の

とりまとめを行う予定。 


